
令和三年政令第三百一号

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める

政令

内閣は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律（令和三年法律第四十九

号）附則第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

（医療法の一部改正に伴う経過措置）

第一条　良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）

附則第三条第二項の規定により改正法第二条の規定による改正後の医療法（昭和二十三年法律第二百五号。以下この条において「第五号

新医療法」という。）第百七条第一項の規定の例による指定を受けた者は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日（以下この

条において「第五号施行日」という。）前においても、第五号新医療法第百十条及び第百十八条第三項の規定の例により、厚生労働大臣

の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第五号施行日において第五号新医療法第百十条又は第百十八条第三項の

規定によりされたものとみなす。

（医師法の一部改正に伴う経過措置）

第二条　厚生労働大臣は、改正法第五条の規定による改正後の医師法（昭和二十三年法律第二百一号）第十七条の二第一項の厚生労働省令

の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第五条の規定によ

る改正後の医師法第十七条の二第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。

２　厚生労働大臣は、改正法第六条の規定による改正後の医師法第十一条第一項第一号の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとす

るときは、改正法附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第六条の規定による改正後の医師法第十一条第二項の

規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。

（歯科医師法の一部改正に伴う経過措置）

第三条　厚生労働大臣は、改正法第七条の規定による改正後の歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）第十七条の二第一項の厚生労働

省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法の施行の日前においても、同条第二項の規定の例により、医道審議会の意見を

聴くことができる。

２　厚生労働大臣は、改正法第八条の規定による改正後の歯科医師法第十一条第一項第一号の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしよう

とするときは、改正法附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第八条の規定による改正後の歯科医師法第十一条

第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。

（労働時間短縮計画の作成に関する経過措置の適用に係る特例）

第四条　国の開設する病院又は診療所については、改正法附則第四条の規定は、適用しない。

（罰則に関する経過措置）

第五条　改正法附則第十条の規定によりその例によることとされる改正法第三条の規定による改正後の医療法第百二十一条第三項の規定に

違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

附　則

この政令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年一月一九日政令第二七号）

この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第四条の規定（次号及び第三号に掲げる改正規定を除く。）　公布の日

二　第四条中良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を

定める政令本則に二条を加える改正規定（同令第四条に係る部分に限る。）　良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進す

るための医療法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（令和四年二月一日）

三　第四条中良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を

定める政令本則に二条を加える改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）　令和四年四月一日
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